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第１回 四国中央市農業委員会総会 議事録 

                             開会 令和７年４月７日(13：30～) 

                             ＪＡうま経済センター２階 会議室 

       

局 長  みなさん、ご起立願います。 

局 長  「礼」ご着席ください。 

局 長  それでは、開会にあたりまして、会長から総会招集の挨拶をお願いいたしま

す。 

会 長  （会長挨拶） 

議 長   只今の出席委員数は、17名であります。 

議 長  したがいまして、農業委員会等に関する法律第27条第３項の規定により、 

定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

議 長  よって、第１回四国中央市農業委員会総会を開会いたします。 

議 長  これより、会議を開きます。 

議 長  議事日程は、お手元に配布のとおりであります。  

議 長  ご報告いたします。総会会議規則第３条の規定により、 

        11番   坂上 委員 

から欠席届がありましたので、ご報告いたします。 

また、農地利用最適化推進委員の 

  ３番   山下 委員 

より欠席届がありましたので、お知らせいたします。 

議 長  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

議 長  会議録署名委員は、総会会議規則第15条第２項の規定により、 

17番 寺尾 委員、18番 則友 委員 を指名いたします。 

議 長  日程第２、報告第１号、「農地法第18条第６項の規定による通知」について、 

を議題といたします。 
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議 長  報告を求めます。石川 次長 

石 川  それでは、報告第１号、「農地法第 18 条第６項の規定による通知」につい     

て、報告いたします。 
番号１の案件については、令和７年１月31日解約。 
番号２の案件については、令和７年２月28日解約。 
番号３の案件については、令和７年３月７日解約。 
番号４の案件については、令和７年３月12日解約。 
番号５の案件については、令和７年３月17日解約。 
番号６の案件については、令和７年３月17日解約。 
番号７の案件については、令和７年３月17日解約。 
以上、７件の解約通知がありました。報告を終わります。 

議 長  以上で、報告は終わりました。 

議 長  日程第３、議案第１号、「農地法第３条第１項の規定による許可申請」につい

て、を議題といたします。 

議 長   議案の説明を求めます。石川 次長 

石 川  それでは、議案第１号、「農地法第３条第１項の規定による許可申請」につい

て、説明いたします。 

     申請案件すべて、農地法第３条第２項各号に該当しておらず、許可要件を満

たしています。 

番号１の案件については、贈与による所有権移転です。許可後は野菜の栽培

を予定しています。 

番号２の案件については、小作地開放です。所有権を買い取り、経営の安定

を目指すもので、許可後はさつま芋の栽培を予定しています。 

番号３の案件については、贈与による所有権移転です。許可後は野菜の栽培

を予定しています。 
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番号４の案件については、売買による所有権移転です。許可後は里芋の栽培

を予定しています。 

番号５の案件については、贈与による所有権移転です。許可後は榊の栽培を

予定しています。 

番号６の案件については、贈与による所有権移転です。許可後は柑橘の栽培

を予定しています。 

番号７の案件については、贈与による所有権移転です。許可後は水稲や里芋

の栽培を予定しています。 

番号８の案件については、売買による所有権移転です。受人は、本申請で新

たに農地を取得する新規就農者であるため、３月17日に地元農業委員とヒア

リング及び現地確認を行いました。許可後は野菜の栽培を予定しています。 

番号９と番号10の案件については、関連案件ですので一括して説明いたしま

す。両案件は、交換による所有権移転です。お互いの農地に隣接するお互い

の申請地を、耕作利便を図る目的として当事者間で移転するための申請で、

許可後はそれぞれ野菜の栽培を予定しています。 

番号11の案件については、贈与による所有権移転です。許可後は水稲や里芋

の栽培を予定しています。 

番号12の案件については、贈与による所有権移転です。許可後は水稲の作付

けを予定しています。 

番号13の案件については、売買による所有権移転です。経営規模拡大のため

申請するもので、許可後は水稲の栽培を予定しています。 

以上で説明を終わります。 

議 長  以上で、議案の説明は終わりました。 

議 長  これより、質疑にはいります。 

委員の方で、補足説明があればお願いします。 
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議 長  番号１番について、質疑はありませんか。 

委 員  異議ありません。 

議 長  続きまして２番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ３番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ４番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ５番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ６番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ７番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ８番 

委 員  受人は、今回の申請で新たに農地を取得する新規就農者であるため、３月 

17日にヒアリングと現地確認を行いました。 

申請者は過去に実家の手伝いを行っており、家族とともに農作業を行う。農 

機具は、現在耕運機を所有しており、申請地の規模から耕作は十分可能であ 

る。自家消費用の野菜の栽培を考えており、農業への意欲が感じられた。今 

後、余力があれば規模拡大の予定である。このほか従事日数、周辺地域の方 

との協力や水利等の役割を行うことを確認した。 

議 長  ９番 

委 員  異議ありません。 

議 長  10番 
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委 員  異議ありません。 

議 長  11番 

委 員  異議ありません。 

議 長  12番 

委 員  異議ありません。 

議 長  13番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ほかに、質疑はありませんか。  

委 員   （｢特になし。」との声） 

議 長   格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長   採決に入る前に、番号９と番号10については篠永委員の関連案件でありま 

すので、農業委員会等に関する法律第31条の規定により、篠永委員の退席を 

求めます。 

議 長  議案第１号中、番号９と番号10、「農地法第３条第１項の規定による 許可申

請」について、原案のとおり許可することに賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員  （挙手全員） 

議 長  挙手全員であります。 

よって、番号９と番号10は、原案のとおり許可することに決しました。 

議 長  篠永委員の入室を許可いたします。 

    （篠永 賢二 委員入室・着席） 

議 長  篠永委員に報告します。篠永委員関連案件の番号９と番号10については、原

案のとおり許可することに決しましたので報告いたします。 

議 長  それでは、引き続き採決を行います。 

議 長 議案第１号中、番号９と番号10以外の案件について、原案のとおり許可す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 
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委 員  （挙手全員） 

議 長  挙手全員であります。 

よって、議案第１号は、原案のとおり許可することに決しました。 

議 長  日程第４、議案第２号、「農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計

画変更申請」について、を議題といたします。 

議 長  議案の説明を求めます。 石川 次長 

石 川  それでは、議案第２号、「農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計

画変更申請」について、説明いたします。 

番号１の案件については、議案第３号、「農地法第５条第１項の規定による

許可申請」番号９の関連案件です。当初計画者が、令和３年２月に太陽光発

電施設として農地転用の許可を受け、事業計画に沿って工事を進める予定で

したが、急遽、排水処理等の工事をする必要性が生じたことで資金調達困難

となり、転用目的が達成されないままであったため、今回、太陽光発電事業

等を営む法人へ承継し、事業を継続するための事業計画変更です。 

以上で説明を終わります。 

議 長  以上で、議案の説明は終わりました。 

議 長  これより、質疑にはいります。 

委員の方で、補足説明があれば、よろしくお願いします。 

議 長  番号１番について質疑ありませんか。 

委 員  異議ありません。 

議 長  ほかに、質疑はありませんか。  

委 員   （｢特になし。」との声） 

議 長  格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長  議案第２号、「農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請」

について、「異議なき旨の意見」とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 
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委 員  （挙手全員） 

議 長  挙手全員であります。 

よって、議案第２号は、「異議なき旨の意見」とし、同意見を附して県知事に 

進達いたします。 

議 長  日程第５、議案第３号、「農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

意見」について、を議題といたします。 

議 長   議案の説明を求めます。三宅 次長 

三 宅  それでは、議案第３号、「農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

意見」について、説明いたします。 

     申請件数は 12 件で、すべての案件について、許可要件である「立地基準」

「一般基準」ともに満たしております。 

番号１の案件について、受人は建設工事業を営んでおりますが、既存の資材

置場は恒常的に飽和状態であり、資材及び車両置場が不足しているため、交

通アクセスの良い申請地を譲り受けての資材置場及び車両置場の建設で、申

請地周辺は宅地化が進み、市街化が見込まれる地域であるため、転用許可申

請することはやむを得ないと思われます。 

番号２の案件について、受人は現在、家族と賃貸共同住宅に居住しています

が、手狭になったことと、将来は農業後継者となり農業を経営していくため、

実家近くの申請地と隣接地を譲り受けての農家住宅及び農業用倉庫建築で、

申請地周辺は宅地化が進み、市街化が見込まれる地域であるため、転用許可

申請することはやむを得ないと思われます。 

番号３の案件について、受人は現在、家族と賃貸共同住宅に居住しています

が、帰郷し、生活環境が整った申請地を父から譲り受けての一般個人住宅建

築で、申請地は第３種農地であり、転用許可申請することはやむを得ないと

思われます。 
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番号４の案件について、受人は現在、家族と賃貸共同住宅に居住しています

が、生活環境が整った妻の実家近くの申請地を譲り受けての一般個人住宅建

築で、申請地周辺は宅地化が進み、市街化が見込まれる地域であるため、転

用許可申請することはやむを得ないと思われます。 

番号５の案件について、受人は不動産業を営んでおりますが、現在、同地域

で住宅地の要望が多いことから、交通アクセスも良く住環境の整った申請地

を譲り受けての分譲宅地造成で、申請地は第３種農地であり、転用許可申請

することはやむを得ないと思われます。 

番号６の案件について、受人は、公営競技の場外投票券販売所の維持運営を

している法人で、場外車券販売施設設置後、施設利用者の車両の駐車場が必

要となったことから、申請地を借り受けての露天駐車場建設で、申請地は第

３種農地であり、転用許可申請することはやむを得ないと思われます。 

番号７の案件について、受人は現在、賃貸共同住宅に居住していますが、家

族が増え手狭になってきたため、実家に隣接する申請地を父から借り受けて

の一般個人住宅建築で、申請地は第３種農地であり、転用許可申請すること

はやむを得ないと思われます。 

番号８の案件について、受人は不動産賃貸業を営む法人ですが、経営する共

同住宅の事業拡大に伴い駐車場が不足しているため、申請地を借り受けての

駐車場建設で、申請地は第３種農地であり、転用許可申請することはやむを

得ないと思われます。 

番号９の案件については、現況が農地のままであるため、議案第２号「農地

法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請」番号１の案件とと

もに転用許可も必要となります。受人は太陽光発電事業等を営む法人で、日

当たりが良く、太陽光発電事業に適した申請地を譲り受けての太陽光発電施

設建設で、申請地は小集団の農地であるため、転用許可申請することはやむ
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を得ないと思われます。 

番号10の案件について、受人は紙加工業等を営む法人ですが、物流業界の法

改正に伴い運送トラックの滞留時間が増え、場内が混雑した状況になってい

ることから、場外に車両待機場が必要となったため、申請地を譲り受けての

露天駐車場建設で、申請地周辺は宅地化が進み、市街化が見込まれる地域で

あるため、転用許可申請することはやむを得ないと思われます。 

番号11の案件について、受人は倉庫業等を営む法人で、令和３年に大型倉庫

を建設し稼働させましたが、貨物量の増大に加えて多種少量の製品を収納す

るための蔵置能力の向上と多機能化に伴い、既存の倉庫は保管物で埋まり、

再び倉庫不足となりました。そこで、新しく２棟の倉庫建設を準備していた

ところ、１棟の予定地の所有者１人が亡くなり相続の手続きに時間を要する

こととなりましたが、一ヶ月でも早く建設に着手する必要があるため、先ず

は１棟について申請地を譲り受けての倉庫建設で、申請地周辺は宅地化が進

み、市街化が見込まれる地域であるため、転用許可申請することはやむを得

ないと思われます。また、本件は3,000 ㎡を超える案件であり、開発許可が

必要となるため、土地利用計画、排水計画等については、市都市計画課にお

いて審査されております。 

番号 12の案件について、受人は運送業の関連会社の業務の一部である包装、

小分けや仕分け等々を引継いだ加工作業を営む法人ですが、近年、配送業者

が商品の梱包をすることが多くなってきているため、大型トラックの車両運

行スペースの確保に加え、加工作業が効率よく行える機能・設備を備えた倉

庫建設で、申請地周辺は宅地化が進み、市街化が見込まれる地域であるため、

転用許可申請することはやむを得ないと思われます。また、本件は3,000 ㎡

を超える案件であり、開発許可が必要となるため、土地利用計画、排水計画

等については、市都市計画課において審査されております。 
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以上で説明を終わります。 

議 長  以上で、議案の説明は終わりました。 

議 長  これより、質疑にはいります。 

委員の方で、補足説明があればお願いします。 

議 長   番号１番について、質疑はありませんか。 

委 員  異議ありません。 

議 長  続きまして２番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ３番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ４番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ５番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ６番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ７番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ８番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ９番 

委 員  異議ありません。 

議 長  10番 

委 員  異議ありません。 

議 長  11番 
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委 員  異議ありません。 

議 長  12番 

委 員  異議ありません。 

議 長  ほかに、質疑はありませんか。 

委 員  （｢特になし。」との声） 

議 長  格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長  議案第３号、「農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見」につ

いて、「異議なき旨の意見」とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員  （挙手全員） 

議 長  挙手全員であります。 

よって、議案第３号は、「異議なき旨の意見」とし、同意見を附して県知事 

に進達いたします。 

議 長  日程第６、議案第４号、「相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行

っている旨の証明願」について、を議題といたします。 

議 長  議案の説明を求めます。石川 次長 

石 川  それでは、議案第４号、「相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っ

ている旨の証明願」について、説明いたします。 

農地の相続人が、継続して相続税の納税猶予を受ける場合、租税特別措置法 

第70条の６第１項の規定により適用を受ける農地について、引き続き農業 

経営を行っていることを証明する書類の添付が必要です。証明については農 

業委員会が行うこととなっており、農地の相続税の納税猶予を引き続き認め 

るかどうかの最終的な判断は、税務署が行うこととなります。 

番号１の案件について、３月４日に現地調査を行いました。 

番号２の案件について、２月25日に現地調査を行いました。 

以上で説明を終わります。 
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議 長  以上で、議案の説明は終わりました。 

議 長  これより質疑にはいります。 

委員の方で、補足説明があれば、お願いします。 

議 長  番号１番について、質疑はありませんか 

委 員 申請者は、これまでも農業に従事しており、納税猶予の適用を引き続き受け

るための適格性については問題ないと思います。また３月４日、現地確認を

申請者と行いました。水稲の作付けを行っており、現在もしっかりと管理さ

れていることが確認できましたので問題ないと思います。 

議 長  続きまして２番、質疑はありませんか。 

委 員   ２月25日、現地確認を申請者と行いました。申請者は、水稲の作付けを行 

っており、現在もしっかりと管理されていることが確認できましたので、納 

税猶予の適用を引き続き受けるための適格性については問題ないと思いま 

す。 

議 長  ほかに、質疑はありませんか。 

委 員  （「特になし。」との声） 

議 長  格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長  議案第４号、「相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨

の証明願」について、原案のとおり証明することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

委 員  （挙手全員） 

議 長  挙手全員であります。 

よって、議案第４号は、原案のとおり証明することに決しました。 

議 長  日程第７、議案第５号、「非農地判断」について、を議題といたします。 

議 長  議案の説明を求めます。 三宅 次長 

三 宅  それでは、議案第５号、「非農地判断」について、説明いたします。 
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番号１の案件について、申出者から現況が原野化しているとの申出があり、

地元農業委員と推進委員とで現地確認を行いました。今回、「非農地」と判断

された申出地について、承認をいただけましたら、所有者に「非農地通知」

を発行し、今後は農地法の適用対象外となります。 

     以上で説明を終わります。 

議 長  以上で、議案の説明は終わりました。 

議 長  これより、質疑に入ります。 

議 長  番号１番について、質疑はありませんか。 

委 員  ３月18日に現地確認をおこないました。この土地は、今年度非農地判断され

た申出者所有地の隣接地で、雑木が生い茂り原野化しているため、農地に復

元することが著しく困難であり、「非農地」と判断することに問題はありませ

ん。 

議 長  ほかに、質疑はありませんか。 

委 員  （「特になし。」との声） 

議 長  格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長  議案第５号、「非農地判断」について、承認することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

委 員  （挙手全員） 

議 長  挙手全員であります。 

よって、議案第５号は、承認することに決しました。 

議 長  日程第８、議案第６号「令和７年度最適化活動の目標の設定等」について、

を議題といたします。 

議 長  議案の説明を求めます。石川 次長 

石 川  それでは、議案第６号「令和７年度最適化活動の目標の設定等」について、     

説明いたします。 
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農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」第６条第２項の規定により、農 

地等の利用の最適化の推進に係る活動（最適化活動）の透明性を確保するた 

め、法第37条の規定により、最適化活動の状況その他農業委員会における 

事務の実施状況について公表しなければならないとされております。また、 

令和４年度から、毎年度、最適化活動の目標を設定し、実施状況及び目標の 

達成状況の公表が定められたことから、４月末までに公表することとなって 

おります令和７年度最適化活動の目標の設定等について、農業委員会の承認 

を求めるものです。 

     別紙様式１「令和７年度最適化活動の目標の設定等」をご覧ください。 

まず、１ページのⅠ農業委員会の状況については、農業委員会の現在の体制、

農家・農地等の概要について記載しております。前年度からの変更は、１農

業委員会の現在の体制の「農業委員」実数が19名から18名になったことと、

２農家・農地等の概要の一番右の表中に記載しております「基本構想水準到

達者」の数が、今まで別項目であった「今後育成すべき農業者数」を追加し

た数となったことです。 

     次に、２ページをご覧ください。Ⅱ最適化活動の目標についてですが、ここ

では「農地の集積」と「遊休農地の解消」に関する現状及び課題と目標につ

いて記載しております。（１）農地の集積の表中、「これまでの集積面積」が

前年度から増加したことにより、集積率も7.6％増加の30.1％となっており

ます。 

②目標については、市の基本構想との整合を図ることとし、令和７年度も

38％とし、その達成に必要な新規集積面積は129haとなっております。 

（２）遊休農地の解消については、「１号遊休農地」が全体で191ha、そのうち  

「緑区分」の面積は106ha、「黄区分」の面積は85haとなっております。 

     ア既存遊休農地の解消については、令和３年度の利用状況調査における緑区
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分の遊休農地の面積の５分の１を記載することとなりますが、それまで黄区

分のみで計上していたところに、緑区分と黄区分を区別するよう国から通知

があったのが令和３年度の利用状況調査実施後で対応できなかったため、緑

区分は０haとなっております。 

黄区分の解消については、令和３年度の黄区分遊休農地解消のための工程表

の策定方針を記載することとなっており、「地域での農地の利用意向に基づ

き、計画的な基盤整備を実施する」旨を記載しております。 

イの新規発生遊休農地の解消は、「活動年度の前年度の利用状況調査により

新たに判明した緑区分の遊休農地については、当該活動年度にその全てを解

消することを目標として設定する」こととされていることから、緑区分の

106haから条件の悪い狭小地や傾斜地を除いた105haを解消目標面積として

設定しております。 

続いて、３ページ、（３）新規参入の促進、①現状及び課題について、新規参

入者については、令和６年度増加しましたが、経営拡大の意思がある者は３

経営体に留まり、引き続き、新たな担い手の確保を課題としております。②

目標については、「新規参入者への貸付け等について農地の所有者の同意を得

た上で公表する農地面積」を設定することとされており、その面積について

は過去３年度の各年度の権利移動面積の平均の１割以上を設定することとな

っており、4.0haを目標面積としております。 

２最適化活動の活動目標について、（１）推進委員等が最適化活動を行う日数 

目標は、前年度と同じく月６日を目標としております。 

（２）活動強化月間の設定目標は、８月、９月、11月の３回としております。 

（３）新規参入相談会への参加目標については、開催される際には推進委員等 

が１名以上参加する旨を記載しております。 

こちらの内容につきましては、県へ報告するとともに公表が義務付けられて 
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  いることから、本総会で承認いただけましたら、県へ報告し、市のホームペ

ージにて公表いたします。 

     以上で説明を終わります。 

議 長  以上で、議案の説明は終わりました。 

議 長  これより、質疑に入ります。 

委員の方で、意見があれば、お願いします。 

委 員  (「特になし。」との声） 

議 長  格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長  議案第６号、「令和７年度最適化活動の目標の設定等」について、承認す      

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員  （挙手全員） 

議 長  挙手全員であります。 

よって、議案第６号は、承認することに決しました。 

議 長  日程第９、諮問第１号、「法定外公共財産（道・水路）の用途廃止」につい

て、を議題といたします。 

議 長  議案の説明を求めます。 三宅 次長 

三 宅  それでは、諮問第１号、「法定外公共財産（道・水路）の用途廃止」につい

て、説明いたします。   

     番号１の案件について、当該「水路」は申請者の所有地間にあり、所有地の

有効利用のため、「水路」の用途を廃止し、払い下げを受け、一体利用する

ものです。なお、地元土地改良区の同意書が添付されています。 

          番号２の案件について、当該「道」と「水路」は申請者の開発予定地間にあ

り、開発予定地の有効利用のため、「道」と「水路」の用途を廃止し、払い

下げを受け、一体利用するもので、「代替道」「代替水路」を寄付する予定

です。なお、地元土地改良区の同意書が添付されています。 
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     以上で説明を終わります。 

議 長  以上で、議案の説明は終わりました。 

議 長  これより、質疑にはいります。 

議 長   番号１について、質疑はありませんか。 

委 員  ３月29日現地を確認しました。当該「水路」は申請者の所有地間にあり、一

体利用するため払い下げを受け、有効利用するものです。  

地元土地改良区の同意も得られており、既に水路としての用途に使用されて 

いないため、用途廃止することは問題ないと思われます。          

議 長   続きまして２番 

委 員  ３月29日現地を確認しました。当該「道」と「水路」は申請者の開発予定地

間にあり、一体利用するため払い下げを受け、有効利用するもので、代替の

「道」と「水路」を寄付する予定です。地元土地改良区の同意も得られてお

り、用途廃止することは問題ないと思われます。 

議 長   ほかに、質疑はありませんか。 

委 員   (「特になし。」との声） 

議 長  格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長  諮問第１号、「法定外公共財産（道・水路）の用途廃止」について、「廃止

しても支障なき旨の意見」とすることに、賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員  （挙手全員） 

議 長  挙手全員であります。 

よって、諮問第１号は、「廃止しても支障なき旨の意見」とし、市へ答申い   

たします。 

議 長  以上をもって、本日の日程並びに本総会に付議された案件は、すべて終了し

ました。 

議 長  これより、その他の協議にはいります。委員の皆さんから、何かご意見等が
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ありましたらお願いします。 

委 員  （「特になし。」との声） 

議 長  ないようでしたら、局長より、その他事務報告をお願いします。 

局 長  事務報告 

議 長  長時間にわたり、慎重なご審議、誠にありがとうございました。 

これをもちまして、第１回四国中央市農業委員会総会を閉会いたします。 

ご協力、ありがとうございました。 

局 長  ご起立願います。 

局 長  「礼」、お疲れ様でした。 

閉会時間  （14：27）  




